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正
倉
院
正
倉
は
、
東
大
寺
大
仏
殿
院
の
西
北
、
知
足
院
山
の
西
麓
の
平
地
に
位
置
し
、
棟

を
南
北
に
し
て
東
面
し
て
建
つ
。
天
平
勝
宝
八
歳
に
は
現
在
の
地
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
も
と
は
東
大
寺
の
正
倉
で
、
奈
良
時
代
以
来
宝
物
を
襲
蔵
し
て
き
た
宝
庫
で
あ

る
。
正
倉
院
は
、
古
く
は
「
庁
院
」「
御
倉
町
」「
正
蔵
院
」（
注
一
）
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

古
代
の
大
寺
に
は
、
正
倉
と
呼
ば
れ
た
重
要
な
物
品
を
納
め
る
倉
が
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
て
い

た
こ
と
が
記
録
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
（
注
二
）。
正
倉
の
あ
る
、
垣
で
囲
ま
れ
た
建
物
群
の
一
郭

を
当
時
は
一
般
的
に
正
倉
院
と
呼
ん
で
い
た
が
、
現
在
で
は
そ
の
大
半
が
亡
び
、
こ
の
正
倉

院
正
倉
を
残
す
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

　

正
倉
は
、
寄
棟
造
、
一
重
、
本
瓦
葺
で
、
高
床
式
に
造
ら
れ
て
い
る
。
床
下
に
は
直
径
約

六
〇㎝
の
円
柱
が
自
然
石
の
礎
石
の
上
に
据
え
ら
れ
、
巨
大
な
校
倉
の
本
屋
を
支
え
て
い
る
。

　

内
部
は
三
室
か
ら
な
り
、
北
か
ら
順
に
北
倉
、
中
倉
、
南
倉
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
北
倉
と

南
倉
は
、
二
等
辺
三
角
形
の
角
部
を
切
り
落
と
し
た
断
面
形
を
持
っ
た
校
木
を
井
桁
に
組
み

上
げ
た
校
倉
造
で
、
中
倉
は
、
北
倉
の
南
壁
と
南
倉
の
北
壁
を
利
用
し
て
南
北
の
壁
と
し
、

東
西
両
面
は
厚
い
板
を
は
め
て
壁
と
し
た
板
倉
造
で
あ
る
。
ま
た
各
倉
と
も
東
側
の
中
央
に

扉
口
が
あ
り
、
内
部
は
二
階
建
と
な
っ
て
い
る
。
北
倉
は
主
と
し
て
光
明
皇
后
奉
献
の
品
を

納
め
た
倉
で
、
そ
の
開
扉
に
は
勅
許
（
天
皇
の
許
可
）
を
必
要
と
し
た
の
で
勅
封
倉
と
呼
ば

れ
、
室
町
時
代
以
後
は
天
皇
親
署
の
御
封
が
施
さ
れ
て
い
た
。
中
倉
・
南
倉
は
そ
れ
以
外
の

東
大
寺
に
関
わ
る
品
々
を
納
め
た
倉
で
、
中
倉
は
北
倉
に
准
じ
て
勅
封
倉
と
し
て
扱
わ
れ
、

南
倉
は
諸
寺
を
監
督
す
る
僧
綱
の
封
（
後
に
は
東
大
寺
別
当
の
封
）
を
施
し
て
管
理
さ
れ
た

が
、
明
治
時
代
以
後
は
南
倉
も
勅
封
倉
と
な
っ
た
（
注
三
）。

　

正
倉
は
、
奈
良
時
代
に
は
「
双
倉
」（
注
四
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
北
倉
と
南
倉
が
そ
れ
ぞ
れ

校
倉
造
で
、
中
倉
が
板
倉
で
あ
る
状
況
と
相
ま
っ
て
、
も
と
は
中
倉
に
は
壁
が
な
く
、
北
倉

と
南
倉
を
屋
根
で
繋
い
だ
構
造
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
説
な
ど
も
あ
り
（
注
五
）、
専

門
家
の
間
で
も
長
年
議
論
さ
れ
て
き
た
。
近
年
で
は
、
使
用
さ
れ
て
い
る
建
築
用
材
の
年
輪

年
代
法
に
基
づ
く
科
学
的
調
査
に
よ
っ
て
、
宝
物
献
納
と
相
前
後
す
る
時
期
に
伐
採
さ
れ
た

木
材
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
当
初
か
ら
現
在
見
る
よ
う
な
姿
で
あ
っ
た
と
す
る

説
が
有
力
と
な
っ
て
い
る
（
注
六
）。

　

鎌
倉
時
代
か
ら
は「
三
蔵（
み
つ
ぐ
ら
）」と
も
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る（
注

七
）。
江
戸
時
代
の
絵
図
に
も
も
っ
ぱ
ら
「
三
倉
」
と
見
え
、『
奈
良
名
所
八
重
桜
』（
注
八
）
で

は
「
密
蔵
」
と
い
う
字
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。

　

正
倉
院
宝
物
が
現
在
も
な
お
極
め
て
良
好
な
状
態
で
、
し
か
も
多
数
の
も
の
が
ま
と
ま
っ

て
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
つ
に
は
勅
封
制
度
に
よ
っ
て
み
だ
り
に
開
封
す
る
こ
と
が
な
く
、

手
厚
く
保
護
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
建
築
の
上
か
ら
み
る
と
、

正
倉
が
や
や
小
高
い
場
所
に
、
巨
大
な
檜
材
を
用
い
て
建
て
ら
れ
、
床
下
の
高
い
高
床
式
の

構
造
で
あ
る
こ
と
が
、
宝
物
の
湿
損
や
虫
害
を
防
ぐ
の
に
効
果
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
上
、
宝
物
は
こ
の
庫
内
で
唐
櫃
に
納
め
ら
れ
て
伝
来
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
櫃
内
の
湿

度
の
高
低
差
を
緩
和
し
、
外
光
や
汚
染
外
気
を
遮
断
す
る
な
ど
、
宝
物
の
保
存
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
。
現
在
は
、
正
倉
の
ほ
か
に
西
宝
庫
・
東
宝
庫
（
注
九
）
が
建
設
さ
れ
、
宝
物

は
現
在
こ
の
両
宝
庫
に
分
納
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
正
倉
は
、
平
成
九
年
に
国
宝
に
、
正
倉
周
辺
地
域
は
東
大
寺
旧
境
内
と
し
て
史
跡
に

指
定
さ
れ
、
翌
年
に
は
「
古
都
奈
良
の
文
化
財
」
の
一
部
と
し
て
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
て

い
る
。

注
一　

延
暦
十
二
年
（
七
九
三
）『
曝
涼
帳
』
に
「
庁
院
」、『
東
大
寺
要
録
』（
以
下
、
要
録
と
い

う
）
巻
三
に
引
く
貞
観
三
年
（
八
六
一
）
供
養
記
に
「
御
倉
町
」、
要
録
巻
四
に
引
く
永
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観
二
年
（
九
八
四
）
分
付
帳
、『
東
南
院
文
書
』
一
櫃
二
巻
所
収
の
天
延
二
年
（
九
七

四
）
五
月
二
十
一
日
太
政
官
牒
に
「
正
蔵
院
」（
六
頁
注
一
参
照
）
な
ど
と
あ
る
。

注
二　
『
西
大
寺
資
財
流
記
帳
』
に
よ
る
と
西
大
寺
の
正
倉
院
に
は
甲
倉
・
板
倉
合
わ
せ
て
一
四

棟
も
の
倉
が
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
る
。
ま
た
法
隆
寺
の
正
倉
院
に
は
三
三
棟
の
蔵
が
あ

っ
た
こ
と
が
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
に
記
さ
れ
る
。

注
三　

北
倉
は
当
初
か
ら
勅
封
倉
で
あ
っ
た
。
中
倉
も
平
安
時
代
中
頃
に
は
勅
封
倉
に
な
っ
た
が
、

そ
の
時
期
は
明
確
で
は
な
い
。
本
書
中
の
各
種
史
料
に
お
い
て
「
勅
封
倉
」
と
あ
る
場
合
、

北
倉
か
中
倉
か
は
判
断
し
が
た
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
「
勅
封
倉
」
と
記
し
て
い
る
。

注
四　

東
大
寺
に
お
け
る
双
倉
の
語
は
、
天
平
勝
宝
八
歳
十
月
三
日
か
ら
延
暦
三
年
（
七
八
四
）

三
月
二
十
九
日
に
亘
っ
て
宝
物
の
出
入
り
を
記
し
た
『
双
倉
北
雑
物
出
用
帳
』
の
表
題

に
見
え
る
。
東
大
寺
以
外
で
は
、
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
成
立
の
『
法
隆
寺
伽
藍
縁

起
并
流
記
資
財
帳
』
や
『
大
安
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
』
に
既
に
見
ら
れ
る
。

注
五　

正
倉
の
創
建
時
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
説
が
あ
る
。
二
棟
説
、
一

棟
三
室
説
、
そ
れ
と
一
棟
二
室
説
で
あ
る
。
中
倉
は
、『
双
倉
北
雑
物
出
用
帳
』
天
平
宝

字
五
年
（
七
六
一
）
三
月
二
十
九
日
の
記
載
に
「
双
倉
中
間
」
と
し
て
見
ら
れ
る
の
が

最
初
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
頃
に
は
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

注
六　

光
谷
拓
実
「
年
輪
年
代
法
に
よ
る
正
倉
院
正
倉
の
建
築
部
材
の
調
査
」（『
正
倉
院
紀
要
』

第
二
五
・
二
八
号
。
平
成
十
五
年
・
十
八
年
）

注
七　
『
東
大
寺
続
要
録
』
建
長
六
年
六
月
の
北
倉
へ
の
落
雷
に
関
す
る
記
載
（
八
頁
注
一
三
参

照
）。

注
八　
『
奈
良
名
所
八
重
桜
』
は
、
延
宝
六
年
（
一
六
七
八
）
に
出
版
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
奈
良
の

観
光
案
内
書
で
、
他
の
名
所
図
会
と
異
な
り
、
対
象
は
奈
良
町
内
の
こ
と
に
限
定
さ
れ

て
い
る
。

注
九　

正
倉
の
西
南
と
東
南
に
建
っ
て
い
る
宝
庫
で
、
西
宝
庫
は
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）

に
、
東
宝
庫
は
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
に
そ
れ
ぞ
れ
建
設
さ
れ
た
。
西
宝
庫
は

鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
、
東
宝
庫
は
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
る
。
現
在
は
、

空
気
調
和
装
置
が
完
備
さ
れ
て
い
る
。
西
宝
庫
は
、
正
倉
に
代
わ
っ
て
整
理
済
の
宝
物

を
収
蔵
し
て
い
る
勅
封
倉
で
、
毎
年
秋
季
に
開
封
さ
れ
、
宝
物
の
点
検
、
調
査
な
ど
が

行
わ
れ
る
。
東
宝
庫
に
は
現
在
、
染
織
品
を
中
心
と
し
た
整
理
中
の
宝
物
と
聖
語
蔵
経

巻
が
収
納
さ
れ
て
い
る
。

図₁　竣工した正倉院正倉
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第
二
節　

正
倉
の
創
建
と
沿
革

　

正
倉
の
建
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
直
接
記
し
た
史
料
は
な
い
が
、
聖
武
天
皇
が
崩

御
さ
れ
、
光
明
皇
后
が
聖
武
天
皇
の
遺
愛
の
品
を
東
大
寺
の
本
尊
盧
舎
那
仏
（
大
仏
）
に
献

納
し
た
天
平
勝
宝
八
歳
に
は
現
在
の
地
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

天
平
勝
宝
八
歳
六
月
二
十
一
日
、
聖
武
天
皇
の
七
七
日
の
忌
日
に
あ
た
り
、
光
明
皇
后
は

天
皇
の
御
冥
福
を
祈
念
し
て
、
御
遺
愛
品
な
ど
六
百
数
十
点
と
薬
物
六
〇
種
を
東
大
寺
の
大

仏
に
奉
献
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
が
正
倉
の
北
倉
に
納
め
ら
れ
る
に
及
び
、
正
倉
院
宝
物
の
歴
史

が
始
ま
っ
た
。
皇
后
に
よ
る
奉
献
は
前
後
五
回
に
お
よ
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
大
仏
開
眼
会

を
は
じ
め
東
大
寺
の
重
要
な
法
会
に
用
い
ら
れ
た
仏
具
な
ど
の
品
々
や
造
東
大
寺
司
の
関
係

品
、
ま
た
、
平
安
時
代
中
頃
の
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
に
、
東
大
寺
羂
索
院
の
倉
庫
朽
損
に

よ
っ
て
南
倉
に
移
さ
れ
た
什
器
類
な
ど
が
加
わ
り
、
光
明
皇
后
奉
献
の
品
々
と
併
せ
て
、
厳

重
に
保
管
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
正
倉
院
の
宝
物
は
、
こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
系
統
よ

り
成
り
立
っ
て
い
る
。

　

創
建
以
降
の
正
倉
に
関
す
る
記
録
は
、
開
封
の
様
子
や
宝
物
の
出
し
入
れ
に
つ
い
て
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
特
に
修
理
の
記
録
や
そ
の
可
能
性
を
示
す
出

来
事
だ
け
で
も
、
二
十
数
回
認
め
ら
れ
る
。

　

現
在
確
認
で
き
る
創
建
後
の
最
初
の
修
理
に
つ
い
て
の
記
録
は
、
天
禄
年
間
（
九
七
〇
～

九
七
二
）
の
も
の
で
あ
る
（
注
一
）。
建
立
後
二
〇
〇
年
あ
ま
り
を
経
て
お
り
、
こ
の
記
録
に
よ

れ
ば
、
か
な
り
破
損
が
進
行
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
別
の
様
々
な
堂
舎
の
修
理
に

つ
い
て
も
併
せ
書
か
れ
て
お
り
、
正
倉
そ
の
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
傷
ん
で
い
た
か
は
定
か
で
な

い
。

　

は
っ
き
り
し
た
修
理
記
録
と
し
て
は
、
長
元
四
年
（
一
〇
三
一
）
の
勅
封
倉
風
損
の
記
録

が
最
初
で
あ
り
、
開
封
し
て
修
理
し
た
こ
と
が
見
え
る
（
注
二
）。

　

正
倉
創
建
以
来
の
お
も
な
出
来
事
の
中
に
は
、
幾
度
か
の
宝
物
盗
難
事
件
も
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
最
初
の
記
録
は
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
三
月
で
、
勅
封
蔵
が
焼
き
穿
た
れ
、
宝
物
が

盗
ま
れ
て
い
る
（
注
三
）。

　

天
喜
五
年
（
一
〇
五
七
）
に
は
、
東
大
寺
の
建
造
物
に
対
す
る
総
合
的
な
修
理
が
行
わ
れ
、

正
倉
で
は
、
南
倉
の
修
理
を
正
月
に
十
一
日
間
行
っ
て
い
る
。
こ
の
中
で
は
、
瓦
が
五
、
一

五
〇
枚
使
わ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
そ
の
他
の
木
工
事
の
記
録
と
合
わ
せ
て
こ
の
工
事

が
か
な
り
の
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
注
四
）。
特
に
平
瓦
は
四
、
七
〇
〇
枚
を
要
し
て

お
り
、
こ
れ
は
現
状
で
考
え
る
と
全
体
の
二
割
に
も
及
ぶ
。
同
年
八
月
に
は
、
勅
封
倉
で
一

間
あ
ま
り
の
瓦
棟
の
積
み
直
し
が
一
日
で
行
わ
れ
て
い
る
（
注
五
）。

　

承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）（
注
六
）、
康
和
二
年
（
一
一
〇
〇
）（
注
七
）
に
は
、
共
に
勅
封
倉
の

修
理
記
録
が
あ
る
。
同
倉
の
修
理
は
、
康
治
二
年
（
一
一
四
三
）
頃
に
も
行
わ
れ
た
よ
う
で

あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
大
治
五
年
（
一
一
三
〇
）
五
月
、
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
三
月
に
は
、
湿

損
の
可
能
性
か
ら
勅
封
倉
を
開
封
し
、
点
検
が
行
わ
れ
た
が
、
史
料
に
修
理
の
記
録
は
な
い
。

　

こ
の
間
、
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
に
は
、
平
重
衡
に
よ
る
南
都
焼
打
ち
が
あ
り
、
東
大

寺
の
堂
舎
の
大
半
は
灰
燼
に
帰
し
た
が
、
正
倉
は
そ
の
難
を
逃
れ
た
。

　

鎌
倉
時
代
に
は
、
か
な
り
大
が
か
り
な
修
理
の
記
録
が
い
く
つ
か
残
っ
て
い
る
。

　

建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
に
は
、
五
月
の
点
検
で
雨
漏
り
が
発
見
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
同

年
八
月
か
ら
翌
五
年
三
月
ま
で
の
間
に
修
理
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
際
、
宝
物
は
綱
封
倉
へ
移

し
て
い
る
（
注
八
）。

　

寛
喜
二
年
（
一
二
三
〇
）
に
は
、
七
月
に
北
勅
封
倉
、
南
綱
封
倉
の
一
部
が
破
損
し
た
た

め
、
北
倉
の
宝
物
を
中
倉
に
、
南
倉
の
宝
物
を
上
司
倉
（
注
九
）
に
そ
れ
ぞ
れ
へ
移
し
て
修
理

を
行
っ
て
い
る
（
注
一
〇
）。
な
お
、
こ
の
修
理
の
直
後
、
十
月
に
中
倉
の
扉
が
焼
か
れ
、
宝
物

が
盗
ま
れ
た
（
注
一
一
）。

　

さ
ら
に
、
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）、
勅
封
倉
で
雨
漏
り
が
著
し
い
と
し
て
修
理
を
行
っ

て
い
る
（
注
一
二
）。
こ
の
時
も
宝
物
は
上
司
倉
へ
移
さ
れ
て
い
る
。
修
理
の
完
了
は
同
四
年
九
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月
で
あ
り
、
か
な
り
長
丁
場
の
作
業
で
あ
っ
た
。

　

建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
七
月
に
は
、
北
倉
の
扉
に
落
雷
が
あ
り
、
火
の
手
が
上
が
っ
た

が
、
扉
を
切
り
放
っ
て
何
と
か
鎮
火
に
成
功
し
、
大
事
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う
顛
末
が

史
料
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
中
倉
・
北
倉
の
扉
四
枚
や
束
柱
六
本
を
取
り
替
え
た
こ

と
が
記
録
さ
れ
て
お
り
（
注
一
三
）、
現
在
も
北
倉
の
壁
に
焼
け
た
痕
跡
が
見
ら
れ
る
。

　

鎌
倉
時
代
末
か
ら
桃
山
時
代
に
か
け
て
は
、
足
利
将
軍
や
織
田
信
長
に
よ
る
宝
物
拝
観
と

そ
れ
に
伴
う
開
封
の
記
録
は
残
さ
れ
て
い
る
が
、
修
理
に
関
す
る
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。
永

禄
十
年
（
一
五
六
七
）、
東
大
寺
は
、
松
永
久
秀
と
三
好
三
人
衆
の
争
い
の
際
の
兵
火
に
よ

り
、
大
仏
殿
ほ
か
の
炎
上
と
い
う
災
厄
に
見
舞
わ
れ
た
が
、
正
倉
は
こ
の
難
か
ら
も
逃
れ
て

い
る
。

　

慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）、
天
下
統
一
を
果
た
し
た
徳
川
家
康
は
、
六
月
に
東
大
寺
に
奉

行
を
派
遣
し
て
正
倉
（
三
蔵
）
の
修
理
事
前
調
査
を
実
施
し
、
翌
八
年
二
月
に
開
封
し
て
修

理
を
行
っ
て
い
る
（
注
一
四
）。
修
理
の
間
、
宝
物
は
油
蔵
（
上
司
倉
）
に
移
さ
れ
て
い
る
。
な

お
、
こ
の
修
理
に
際
し
て
、
家
康
は
新
調
の
長
持
三
二
個
（
い
わ
ゆ
る
慶
長
櫃
）
を
寄
進
し

て
い
る
（
注
一
五
）。

　

慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
に
は
、
東
大
寺
塔
頭
の
僧
が
、
北
倉
の
床
板
を
切
り
破
っ
て

宝
物
を
盗
み
出
し
て
い
る
（
注
一
六
）。
始
末
の
た
め
、
同
十
七
年
に
も
開
封
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
後
、
江
戸
時
代
末
期
に
至
る
ま
で
に
は
、
た
っ
た
三
回
し
か
開
封
の
記
録
が
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
が
す
べ
て
点
検
及
び
修
理
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
一
回
目
は
、
寛
文
三
年
（
一

六
六
三
）
に
東
大
寺
か
ら
開
封
と
点
検
の
要
望
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
同
六
年

に
庫
内
点
検
が
行
わ
れ
、
中
倉
で
規
模
の
小
さ
な
修
理
が
行
わ
れ
た
（
注
一
七
）。
二
回
目
は
、

東
大
寺
か
ら
の
正
倉
修
理
の
要
望
を
受
け
、
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
奈
良
奉
行
所
に
よ

り
破
損
検
分
書
が
作
成
さ
れ
、
同
六
年
に
修
理
が
行
わ
れ
た
。
三
回
目
は
、
文
政
十
三
年

（
一
八
三
〇
）、
屋
根
が
大
破
し
た
た
め
、
東
大
寺
・
奈
良
奉
行
所
の
願
い
出
に
よ
り
開
封

が
認
め
ら
れ
る
。
翌
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
東
大
寺
は
、
奈
良
奉
行
所
に
正
倉
屋
根
葺

替
修
理
の
口
上
書
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
同
四
年
に
開
封
さ
れ
た
も
の
の
、
な
か
な

か
修
理
の
着
手
に
は
至
ら
ず
、
漸
く
同
六
年
に
実
施
の
運
び
と
な
り
、
同
七
年
に
か
け
て
や

や
規
模
の
大
き
な
修
理
が
行
わ
れ
た
（
注
一
八
）。

　

明
治
時
代
に
入
る
と
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
い
わ
ゆ
る
壬
申
調
査
（
注
一
九
）
が
行
わ

れ
、
正
倉
が
開
封
さ
れ
、
宝
物
の
写
真
が
初
め
て
撮
影
さ
れ
た
。

　

正
倉
院
正
倉
は
、
千
有
余
年
の
間
、
朝
廷
の
監
督
の
下
、
東
大
寺
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て

き
た
が
、
明
治
政
府
の
も
と
で
は
宮
内
省
が
そ
の
開
閉
を
掌
っ
た
。
宝
物
・
正
倉
の
保
存
・

管
理
に
つ
い
て
は
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
に
内
務
省
、
同
十
四
年
に
農
商
務
省
の
所
管

と
な
る
が
、
同
十
七
年
に
は
正
倉
院
全
体
を
宮
内
省
が
専
管
す
る
こ
と
と
な
り
、
戦
後
は
宮

内
庁
の
管
理
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

　

明
治
八
年
頃
か
ら
、
宝
物
の
公
開
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
公
開
に
よ
る
宝
物

の
移
動
が
宝
物
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
へ
の
懸
念
か
ら
、
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
、

正
倉
内
部
に
陳
列
棚
を
設
け
る
建
議
が
当
時
内
務
卿
だ
っ
た
伊
藤
博
文
か
ら
出
さ
れ
、
翌
十

三
年
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
設
置
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

明
治
期
に
は
、
八
年
、
十
年
（
避
雷
針
等
設
置
）、
十
五
年
（
軒
支
柱
を
立
て
る
）、
十
七

年
（
瓦
に
年
号
あ
り
）、
十
九
年
、
二
十
二
年
（
瓦
に
年
号
あ
り
）、
三
十
三
年
（
陳
列
棚
の

拡
張
）
な
ど
数
回
に
わ
た
り
修
理
が
施
さ
れ
た
。

　

大
正
二
年
に
は
、
お
そ
ら
く
正
倉
創
建
以
来
初
め
て
と
思
わ
れ
る
全
解
体
修
理
が
行
わ
れ

た
。
さ
ら
に
瓦
の
破
損
を
理
由
に
同
十
年
に
、
瓦
の
一
部
葺
き
替
え
が
行
わ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
昭
和
二
十
八
年
に
東
宝
庫
が
、
同
三
十
七
年
に
は
西
宝
庫
が
建
設
さ
れ
、
同
三

十
八
年
に
宝
物
は
西
宝
庫
へ
移
さ
れ
、
正
倉
内
部
に
は
か
つ
て
宝
物
を
収
納
し
て
い
た
唐
櫃

が
残
さ
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

宝
物
は
、
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
に
よ
り
修
理
・
調
査
が
進
め
ら
れ
、
年
に
一
度
、
十
月

に
は
曝
涼
の
た
め
開
封
さ
れ
、
そ
の
と
き
に
一
般
へ
の
宝
物
公
開
と
し
て
正
倉
院
展
が
開
催

さ
れ
て
い
る
。
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注
一　
〔
東
南
院
文
書
〕
一
櫃
二
巻

（
大
日
本
古
文
書
（
以
下
、
大
日
古
と
い
う
）
家
わ
け
一　

三
九
頁
）

　
　
　

太
政
官
牒
東
大
寺

　
　
　
　

応
依
能
治
功
課
重
任
別
当
伝
灯
大
法
師
位
法
縁
事

　
　
　

右
、
得
彼
寺
五
師
大
衆
去
三
月
二
日
奏
状
偁
、（
中
略
）
爰
時
代
累
積
之
間
、
甍
瓦
多
以

顛
覆
、
年
月
推
遷
之
処
、
堂
舎
尽
以
破
損
、
而
当
任
別
当
法
縁
、
以
去
天
禄
二
年
五
月

十
七
日
、
適
任
別
当
之
後
、
所
歴
歳
月
僅
二
年
余
、
所
済
功
課
遙
超
前
輩
、
件
修
立
堂

舎
、
或
是
顛
倒
、
頽
落
之
舎
、
或
又
朽
損
、
破
壊
之
処
、
併
以
造
立
、
尽
以
修
理
、
就

中
、
至
于
大
僧
房
六
宇
・
東
塔
院
・
戒
壇
院
・
薬
師
院
・
正
蔵
院
・
講
堂
・
軒
廊
・
食

堂
入
隅
・
上
下
政
所
坊
者
、
尤
是
大
破
之
至
極
、
敢
非
少
力
之
可
堪
、
而
抽
不
日
之
功
、

忽
済
多
年
之
弊
、（
中
略
）
望
請
天
裁
、（
中
略
）
将
被
重
任
、（
中
略
）
右
大
臣
宣
、
奉　

勅
、
依
請
者
、
寺
宜
承
知
、
依
宣
行
之
、
牒
到
准
状
、
故
牒
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
延
二
年
五
月
廿
四
日
左
大
史
正
六
位
上
大
春
日
朝
臣
「
良
辰
」
牒

　
　
　

右
大
弁
従
四
位
上
藤
原
「
朝
臣
」

注
二　
〔
小
右
記
〕
長
元
四
年
七
月
五
日
条　

○
大
日
本
古
記
録

東
大
寺
欝
倉
事

　
　
　

五
日
、
庚
戌
、（
中
略
）
仁
海
僧
都
来
云
、
東
大
寺
勅
封
御
倉
棟
、
已
為
風
被
吹
損
、
給

勅
使
可
加
修
理
之
由
、
参
関
白
亭
令
申
事
由
、（
下
略
）

　
　
　
〔
左
経
記
〕
長
元
四
年
八
月
四
日
条

　
　
　

四
日
己
卯
天
晴
、
早
旦
、
従
右
中
弁
許
有
消
息
、
其
状
云
、
依
宣
旨
監
物
相
共
下
向
東
大

寺
、
開
勅
封
御
蔵
、
令
修
理
了
、
而
南
御
蔵
板
敷
下
漏
通
湿
潤
、
恐
納
物
等
湿
損
歟
、

仍
開
検
同
欲
加
修
理
之
処
、
所
随
身
之
御
鎰
不
相
合
、
不
能
開
検
、
為
之
如
何
、
若
可

択
給
他
鎰
歟
、
申
事
由
可
被
仰
下
者
、
参
殿
申
此
旨
、
仰
云
、
湿
損
之
疑
尤
可
然
、
早

可
択
遣
他
鎰
之
内
、
可
仰
前
日
奉
宣
旨
上
卿
之
由
、
可
伝
頭
中
将
者
、（
下
略
）

注
三　
〔
東
大
寺
別
当
次
第
〕　

○
群
書
類
従

　
　
　

六
十
四

　
　
　

権
小
僧
都
深
観

　
　
　

長
暦
元
年
十
二
月
廿
九
日
官
符
、（
中
略
）

　
　
　

長
暦
三
年
三
月
三
日
夜
、
盗
人
焼
穿
勅
封
蔵
、
窃
取
宝
物
、
長
久
二
年
（
中
略
）
十
二
月

廿
九
日
、
自
検
非
違
使
庁
、
糺
反
黄
金
等
送
之
、
別
当
所
司
五
師
検
校
封
納
印
蔵
、（
下

略
）

注
四　
〔
東
南
院
文
書
〕
二
櫃
三
巻
（
大
日
古
家
わ
け
一　

二
九
三
、
三
〇
七
頁
）

　
　
　

修
理
所　

注
進
天
喜
五
年
所
々
修
理
日
記

　
　
　
　

合
廿
五
箇
所

　
　
　

一
、
正
蔵
院
南
御
庫
始
自
正
月
十
六
日
修
理
十
一
日

　
　
　
　

所
用
材
木
工
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
十
八
石
支
別
六
石
」　　
　
「
支
別
三
斗
」「
十
一
石
五
斗
寸
別
五
升
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
十
五
石
』　

『
二
石
四
斗
』　　
　
　

『
十
六
石
五
斗
』

　
　
　
　
　

材
木
十
一
支　
方
尺
三
支　

四
五
寸
八
支　

榑
二
百
卅
寸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
四
石
八
斗
』『
三
斗
五
升
』　　
　
『
一
石
九
斗
』　

『
一
石
六
斗
』

　
　
　
　
　

釘
四
百
廿
四
隻　
八
寸
卌
八
隻　

六
寸
五
十
隻　

一
尺
六
隻　

三
寸
十
六
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
各
一
斗
』　　
『
連
別
一
斗
四
升
』『
別
二
斗
五
升
』　
『
連
別
六
升
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
一
』

　
　
　
　
　
『
定
五
千
』　　
　
　
　
　
　
　
『
十
七
石
五
斗
』

　
　
　
　
　

瓦
千
百
五
十
枚　
丸
三
百
五
十
枚　

平
七
百
枚
『
三
石
五
斗
』　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
枚
別
五
升
』　　

『
又
平
四
千
枚　
二
百
石　
枚
別
五
升
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〔
別
脱
〕

　
　
　
　
　

藁
八
十
六
束　
『
八
斗
六
升　

束
一
升
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
八
斗
』　　
『
二
石
八
斗
八
升
』　

『
八
石
二
斗
四
升
』

　
　
　
　
　

木
工
百
卌
三
人　
大
工
八
人　
　

長
卅
二
人　
　

連
百
三
人
『
各
八
升
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
各
一
斗
』　　
　
　
『
各
九
升
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
八
斗
』　
『
四
斗
五
升
』　
『
三
石
四
斗
四
升
』

　
　
　
　
　

葺
工
五
十
六
人　
大
工
八
人　

長
五
人　

連
卌
三
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『　
　
　

七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

已
上
七
十
石
四
斗
二
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
百
七
十
七
石
四
斗
二
升
』

（
中
略
）

右
、
注
進
如
件
、

天
喜
五
年
十
二
月
廿
八
日

目
代
大
法
師
（
草
名
）

　
　
　
〔
東
南
院
文
書
〕
二
櫃
三
巻
（
大
日
古
家
わ
け
一　

三
〇
七
頁
、
三
三
二
頁
）

　
　
　

修
理
所　

注
進
康
平
元
年
十
月
十
日
以
前
修
理
記

　
　
　
　

合
『
十
二
箇
所
』
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（
中
略
）

　
　
　

一
、
正
蔵
院
南
御
庫
修
理
料
百
三
十
七
石
八
斗
五
合

　
　
　
　
　
　
　

方
尺
木
三
支　

直
十
八
石
支
別
六
石
車
力
一
石
八
斗
六
領
料

　
　
　
　
　
　
　

四
五
寸
木
八
支　

直
二
石
四
斗
支
別
三
斗
車
力
九
斗
三
領
料

　
　
　
　
　
　
　

榑
二
百
三
十
寸　

直
十
一
石
五
斗
寸
別
五
升
車
力
一
石
二
斗
四
領
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
寸
四
十
八
隻　

六
寸
五
十
隻

　
　
　
　
　
　
　

釘
四
百
二
十
四
隻
一
尺
六
隻　
　
　

三
寸
十
六
連

　
　
　
　
　
　
　

鐵
四
十
六
廷　

直
十
三
石
八
斗
廷
別
三
斗

　
　
　
　
　
　
　

瓦
五
千
百
五
十
枚　

焼
料
六
十
五
石
五
竈
料

　
　
　
　
　
　
　

藁
八
十
六
束　

直
八
斗
六
升
束
別
一
升

　
　
　
　
　
　
　

木
工
百
六
十
五
人　

食
十
三
石
七
升

　
　
　
　
　
　
　
　

大
工
十
五
人　

長
三
十
二
人　

連
百
十
八
人
各
食
同
前

　
　
　
　
　
　
　

葺
工
八
十
五
人　

食
六
石
七
斗
七
升
五
合

　
　
　
　
　
　
　
　

大
工
十
人　

長
十
五
人　

連
六
十
人
各
食
同
前

　
　
　
　
　
　
　

鍛
冶
五
人　

食
二
石
五
斗
人
別
五
斗

注
五　
〔
東
南
院
文
書
〕
二
櫃
三
巻
（
大
日
古
家
わ
け
一　

二
九
三
頁
、
三
〇
三
、
三
〇
七
頁
）

　
　
　

修
理
所　

注
進
天
喜
五
年
所
々
修
理
日
記

　
　
　

合
廿
五
箇
所

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

一
、
勅
封
御
庫
棟
一
間
余
修
理
葺
一
日

　
　
　

所
用

　
　
　
　
　

藁
十
八
束
『
一
斗
八
升
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

『
二
斗
』　　
　

『
九
升
』

　
　
　
　
　

葺
工
十
三
人　

大
工
二
人　

長
一
人　

連
十
人
『
八
斗
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
已
上
一
石
二
斗
七
升
』

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

右
、
注
進
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　

天
喜
五
年
十
二
月
廿
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目
代
大
法
師
（
草
名
）

　
　
　
〔
東
南
院
文
書
〕
二
櫃
三
巻
（
大
日
古
家
わ
け
一　

三
〇
七
頁
、
三
四
四
・
五
頁
）

　
　
　

修
理
所　

注
進
康
平
元
年
十
月
十
日
以
前
修
理
記

　
　
　
　

合
『
十
二
箇
所
』

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

一
、
勅
封
御
庫
棟
修
理
葺
料
三
石
八
斗
七
升
五
合

　
　
　
　
　
　
　

瓦
二
百
枚　

焼
料
二
石
五
斗

　
　
　
　
　
　
　

藁
十
八
束　

直
一
斗
八
升

　
　
　
　
　
　
　

葺
工
十
五
人　

食
一
石
一
斗
九
升
五
合

　
　
　
　
　
　
　
　

大
工
二
人　

長
二
人　

連
十
一
人
各
食
同

注
六　
〔
東
大
寺
別
当
次
第
〕　

○
群
書
類
従

　
　
　
　

法
橋
上
人
位
慶
信

　
　
　
　
　

 

承
保
二
年
正
月
十
四
日
官
符
、（
中
略
）（
承
暦
）
三
年
食
堂
坤
角
九
間
頽
落
、
年
内

造
畢
、
大
仏
殿
東
庇
修
造
之
間
、
乾
角
第
二
母
屋
柱
四
丈
切
替
、
千
手
院
西
面
頽
落
、

即
又
修
造
、
勅
封
蔵
修
理
之
次
、
依
宣
旨
麝
香
五
両
進
上
、
其
代
銀
提
一
口
被
施
入
、

其
数
二
百
五
十
両
、（
下
略
）

　
　
　
〔
東
大
寺
要
録
〕
巻
第
五
、
別
当
章
第
七　

○
国
書
刊
行
会
本

　
　
　
　

第
七
十
一

　
　
　
　

法
印
慶
信
承
保
二
年
任

　
　
　
　
　

寺
務
廿
年
（
中
略
）、

　
　
　
　
　

承
暦
三
年
、
食
堂
坤
角
九
間
頽
落
、
年
内
修
造
了
、

　
　
　
　
　

勅
封
蔵
麝
香
五
両
進
官
、
其
代
銀
提
一
口
施
入
二
百
五
十
両
、

注
七　
〔
東
大
寺
要
録
〕
巻
第
五
、
別
当
章
第
七　

○
国
書
刊
行
会
本

　
　
　

第
七
十
三

　
　
　

律
師
永
観
有
慶　

深
観
資　

康
和
二
年
任

　
　
　
　
　

寺
務
二
年
康
和
二
半
、
三
、
四
半

　
　
　
　
　

同
二
年
冬
、
勅
封
蔵
修
理
、（
下
略
）
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注
八　
〔
玉
葉
〕
建
久
四
年
五
月
十
日
条　

○
図
書
寮
叢
刊

　
　
　

十
日
、
亥乙
、
定
長
卿
参
入
、
去
五
日
下
向
南
都
、
検
知
東
大
寺
勅
封
倉
并
羂
索
院
等
破
損
、

雨
露
更
不
留
云
々
、
又
云
、
□〔大
柱
〕

□
卅
余
本
、
不
日
引
着
了
、汰余
沙也
、
上
人
殊
悦［〔
申
云
々
〕

　
　

］於
直

廬
□
之
、
多
談
雑
事
、

　
　
　
〔
東
大
寺
続
要
録
〕
宝
蔵
篇　

○
続
々
群
書
類
従

　
　
　

建
久
四
年
八
月
廿
五
日
、
己
未
、（
中
略
）
今
日
被
開
東
大
寺　

勅
封
蔵
、
令
移
納
宝
物

於
綱
封
蔵
事
、　

勅
封
蔵
為
被
加
修
理
也
、（
下
略
）

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

建
久
五
年
三
月
廿
日
、
被
返
納
了
蔵
修
理
以
後
也
、（
下
略
）

注
九　

正
倉
修
理
の
際
は
、
内
部
の
宝
物
を
正
倉
内
の
別
の
倉
あ
る
い
は
東
大
寺
内
の
別
の
倉
に

移
し
て
い
る
。
専
ら
上
司
倉
と
呼
ば
れ
る
上
政
所
の
倉
に
移
す
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
絵
図
に
は
こ
の
倉
を
「
油
蔵
」
と
称
し
て
い
る
も
の
も

あ
る
。
大
仏
燈
明
に
使
用
す
る
油
を
納
め
て
い
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
称
が
付
け
ら
れ
た

と
見
ら
れ
る
。

注
一
〇　
〔
東
大
寺
続
要
録
〕
宝
蔵
篇　

○
続
々
群
書
類
従

　
　
　

僧
綱
牒　

東
大
寺

　
　
　

応
令
開
綱
封
倉
移
勅
封
倉
納
物
事

　
　
　

使
威
儀
師
宣
乗　

従
儀
師
実
玄

　
　
　

牒
、
件
封
倉
来
十
七
日
可
令
開
之
由
、
被
下
綸
旨
云
々
、
仍
牒
送
如
件
、
寺
家
宜
承
知
、

牒
到
准
状
、
故
牒
、

　
　
　
　

寛
喜
二
年
七
月
十
三
日　
　
　
　

従
儀
師
相
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

威
儀
師
厳
縁

　
　
　
　

法
務
僧
正
親
厳

　
　
　

此
綱
牒
物
請
求
可
召
之
、
今
度
者
北
勅
封
倉
・
南
綱
封
倉
破
損
、
開
中
封
倉
移
両
方
宝
物

也
、
建
久
北
・
中
破
損
之
間
、
開
綱
封
倉
移
置
両
方
宝
物
也
、
綱
所
若
以
建
久
之
案
文
、

不
知
子
細
如
此
事
歟
、
又
奉
行
職
事
僻
事
歟
、

注
一
一　
〔
東
大
寺
続
要
録
〕
宝
蔵
篇　

○
続
々
群
書
類
従

　
　
　

同
年
（
寛
喜
二
年
）
十
月
廿
七
日
今降
雨日
終
夜
、
盗
人
焼
開
東
大
寺
勅
封
倉
中
間
、
盗
取
宝

物
之
由
、
以
年
預
五
師
状
申
寺
務
、
廿
八
日
戌
剋
到
来
、
仍
自
別
当
、
同
廿
九
日
辰
刻
相

具
五
師
状
、
以
公
人
国
貞
遣
長
官
家
光
許
了
、
即
大
衆
令
蜂
起
、
郷
々
求
之
中
門
台
後
戸

階
置
之
、
盗
渡
之
立
彼
橋
登
蔵
上
、
焼
穿
鏘
根
一
尺
余
、
開
門
戸
入
蔵
内
云
々
、（
下
略
）

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

同
寛
喜
二
年
十
月
廿
七
日
夜
、
群
盗
焼
穿
正
蔵
院
中
倉
、
盗
取
宝
物
了
、
仍
為
知
紛
失
物
、

十
二
月
七
日
被
遣
勅
使
、
実
検
宝
物
、（
下
略
）

注
一
二　
〔
東
大
寺
勅
封
蔵
目
録
記
〕　

○
続
々
群
書
類
従

　
　
　

左
弁
官
下　

大
和
国
并
東
大
寺

　
　
　

使
左
少
弁
藤
原
朝
臣
親
頼　

従
六
人

　
　
　
（
他
の
使
人
等
略
）

　
　
　

右
、
権
中
納
言
藤
原
朝
臣
資
頼　

奉
勅
、
彼
寺
勅
封
蔵
、
雨
露
頻
侵
、
破
損
漸
甚
、
為
加

修
造
於
庫
蔵
、
可
移
宝
貨
於
他
所
、
為
令
監
臨
、
差
仕
史
人
発
遣
如
件
、
国
宜
承
知
、

使
者
経
彼
之
間
、
依
例
得
供
給
、
官
符
故
下
、

　
　
　
　

寛
元
元
年
閏
七
月
廿
日　
　

大
史
小
槻
宿
祢

　
　
　

右
中
弁
藤
原
朝
臣

　
　
　
〔
東
大
寺
続
要
録
〕
宝
蔵
篇　

○
続
々
群
書
類
従

　
　
　

寛
元
四
年
九
月
廿
八
日
、
天
晴
、
勅
封
倉
宝
物
等
、
自
上
司
倉
返
納
于
御
蔵
、（
下
略
）

注
一
三　
〔
東
大
寺
続
要
録
〕
宝
蔵
篇　

○
続
々
群
書
類
従

　
　
　

建
長
六
年
六
月
十
七
日
天戌

刻陰
雨
降
、
雷
神
落
懸
勅
封
蔵
、
蹴
破
東
面
北
端
扉
、
并
抓
裂
下

柱
等
、
投
捨
知
足
院
門
辺
、
即
龍
神
入
蔵
内
、
雷
火
付
宝
蔵
、
然
間
為
消
彼
火
、
切
放

其
扉
、
還
以
打
消
畢
、
一
寺
騒
動
、
万
人
群
集
、
偏
依
八
幡
之
冥
助
、
今
得
三
倉
之
安

穏
、
不
廻
時
日
、
年
預
五
師
賢
寛
申
事
由
於
別
当
新
熊
野
、
即
被
経
奏
聞
之
間
、
先
仰
大

勧
進
円
審
、
被
修
理
中
北
両
倉
扉
四
枚
并
北
脇
柱
一
本
・
敷
居
等
、
造
替
之
番
匠
卅
人
、

八
箇
日
之
内
作
之
、
下
柱
六
本
龍
神
引
割
之
間
、
同
令
造
替
、

注
一
四　
〔
慶
長
十
九
年
薬
師
院
実
祐
記
〕　

○
続
々
群
書
類
従
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一
、
其
後
、
家
康
公
天
下
ノ
依
為
主
君
、
三
蔵
可
被
加
御
修
理
之
旨
、
被
仰
出
、
則
奉
行

ト
シ
テ
本
多
上
野
守
・
大
久
保
石
見
守
・
兌
長
老
并
合
校
典
薬
薬
師
ノ
寿
命
院
、

　
　
　

勅
使
勧広
橋
弁
殿

修
寺
弁
殿
、
宝
蔵
御
開
キ
有
テ
、
蘭
奢
待
奉
行
衆
御
拝
覧
有
テ
、
御
切
被
成
候
事

無
之
、
御
修
理
之
様
体
計
ニ
而
、
其
儘
伏
見
ヘ
奉
行
衆
御
帰
被
成
候
、
慶
長
七
年
壬
寅

六
月
十
一
日
、

　
　
　
〔
慶
長
十
九
年
薬
師
院
実
祐
記
〕　

○
続
々
群
書
類
従

　
　
　

一
、
其
後
慶
長
八
年
癸
卯
二
月
廿
五
日
ニ
開
封
、
内
大
臣
家
康
卿
御
修
理
之
儀
被
仰
出
候

而
、
則
大
和
国
之
惣
分
仕
置
被
仰
付
候
、
大
久
保
石
見
守
請
取
、
其
内
之
甲
田
法
順
并

小
堀
新
介
ト
申
候
ハ
、
大
和
案
内
者
ニ
付
而
、
石
見
守
と
新
介
両
人
ニ
被
仰
付
候
故
ニ
、

其
内
ノ
四
束
角
右
衛
門
と
申
仁
、
両
奉
行
ニ
而
御
修
理
相
調
候
、
其
時
御
宝
物
二
ツ
御

蔵
へ
納
、（
下
略
）

　
　
　

◎
鬼
瓦
や
鳥
衾
瓦
に
は
慶
長
八
年
の
篦
書
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
記
録
を
裏
付
け
る
。

注
一
五　
〔
慶
長
櫃
蓋
裏
墨
書
〕（
櫃
に
よ
り
異
同
あ
り
）

　
　
　

三
蔵
御
修
理
、
従
征
夷
大
将
軍
右
府
家
康
公
、
被
仰
付
造
立
畢
、
并
長
持
卅
二
箇
、
被
成

御
寄
付
者
也
、
慶
長
八
年
癸
卯
菊
月
吉
日
、
御
奉
行
本
多
上
野
介
、
大
久
保
石
見
守

注
一
六　
〔
慶
長
十
九
年
薬
師
院
実
祐
記
〕　

○
続
々
群
書
類
従

　
　
　

右
ノ
宝
蔵
、
慶
長
拾
五
年
庚
戌
七
月
廿
一
日
ニ
、
大
風
吹
大
仏
仮
屋
倒
伏
候
、
当
寺
之
僧

自
身
罷
出
、
材
木
等
取
置
候
、
其
奉
行
ヲ
福
蔵
院
・
北
林
院
・
中
証
院
両
三
人
仕
由
ニ
テ
、

彼
三
人
ス
ヾ
ム
由
ニ
テ
宝
蔵
之
下
江
切
々
参
候
而
、
盗
人
ニ
可
入
由
談
合
、
今
両
三
人

申
合
、
北
ノ
蔵
ノ
下
ヲ
切
破
、
盗
人
ニ
入
候
ヲ
、（
下
略
）

　
　
　
〔
寛
文
六
年
三
蔵
宝
物
目
録
〕○

奈
良
県
立
図
書
情
報
館
寄
託　

玉
井
家
文
書
『
庁
中
漫
録
』

　
　
　

東
大
寺
龍
松
院
日
記
曰
、
慶
長
十
五
庚
戌
年
八
月
十
五
日
夜
、
福
蔵
院
式
部
卿
頼
賢
・
中

証
院
願
勝
房
胤
秀
・
北
林
院
禅
栄
房
快
憲
、
斯
三
人
悪
僧
遊
行
三
倉
、
切
北
宝
蔵
下
板
、

盗
宝
物
、（
下
略
）

注
一
七　
〔
寛
文
六
年
三
蔵
宝
物
目
録
〕

○
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
寄
託　

玉
井
家
文
書
『
庁
中
漫
録
』

　
　
　

一
、
寛
文
三
年
癸
卯
八
月
廿
日
ニ
於
江
府
三
蔵
御
修
理
被
仰
付
訖
、

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

東
大
寺
正
倉
院
開
封
訴
帖

　
　
　
（
中
略
）
其
後
開
封
無
御
座
候
、
若
雨
露
漏
、
御
宝
物
朽
可
申
も
不
存
候
、
付
而
先
開
封

被
為
成
、
御
倉
之
内
御
一
覧
被
遊
、
其
上
御
道
具
等
御
改
被
下
候
様
ニ
と
訴
詔
申
上
候

処
ニ
、
去
ル
卯
之
年
（
寛
文
三
年
）
八
月
十
九
日
ニ
則
被
為
仰
付
候
、
然
処
到
于
今
遅
々

仕
、
開
封
無
御
座
候
、
付
而
今
度
訴
詔
申
上
候
、
右
之
通
被
聞
召
上
、
御
倉
開
封
被
為

仰
付
被
下
候
者
、
忝
仕
合
ニ
可
奉
存
候
、

　
　
　
　

寛
文
五
年
乙
巳
十
月
九
日　
　

四
聖
坊
相
模
法
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
上
河
内
守
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　

加
々
爪
甲
斐
守
殿

　
　
　
（
前
略
）
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〔
寛
文
六
年
正
倉
院
御
開
封
之
記
〕　

○
東
大
寺
図
書
館　

薬
師
院
文
書

　
　
　
（
寛
文
六
年
三
月
五
日
）

　
　
　

一
、
北
ノ
御
倉
御
宝
物
悉
出
シ
終
テ
後
、
上
使
奉
行
為
二
見
分
ノ

一
御
倉
ノ
内
被
レ
入
、
破
損
無

之
ニ
付
テ
公
人
ニ
申
付
掃
除
サ
セ
、
宝
物
其
儘
納
ル
、
未
タ
鎖
出
来
不
申
候
処
、
仮
封
ヲ
三
綱
付
ル
、

仮
鎖
ヲ
鍛
冶
ヨ
リ
請
取
ヲ
ロ
シ
、
某
封
付
訖
、

　
　
　

一
、
中
之
御
倉
御
宝
物
出
シ
終
テ
、
上
使
奉
行
又
為
二
見
分
ノ

一
、
内
江
被
レ
入
、
乾
ノ
角
ノ
柱

少
シ
悪
キ
処
有
レ
之
ニ
付
テ
、
大
工
ヲ
入
ウ
チ
添
被
二
申
付
一
候
、
御
宝
物
拝
覧
之
後
其
儘
納
、

仮
鎖
仮
封
付
事
如
レ
前
ノ
、
御
倉
ヘ
入
ル
事
、
三
綱
六
堂
ノ
外
一
人
モ
雖
レ
不
レ
叶
、
御
宝
物
御

出
之
間
ニ
見
分
之
衆
御
入
候
、
然
者
用
無
レ
之
者
ハ
縦
ヒ
御
宝
物
無
レ
之
ト
テ
モ
可
レ
不
レ
入
也
、

　
　
　
（
同
六
日
、
南
倉
を
開
く
）

　
　
　
（
中
略
）

　
　
　

一
、
御
宝
物
数
多
在
之
、
今
日
ニ
悉
校
合
難
レ
成
、
三
分
一
残
リ
申
候
、
校
合
済
申
分
御
倉

ヘ
納
申
候
、
上
使
奉
行
御
倉
ノ
縁
マ
テ
参
ラ
レ
、
内
ニ
破
損
無
レ
之
哉
由
某
ニ
問
被
レ
申
候
、
御

倉
内
堅
固
ニ
御
座
候
、
依
レ
之
ニ
大
工
不
レ
及
レ
見
ニ
、
如
二
昨
日
ノ

一
仮
鎖
仮
封
付
退
散
、

注
一
八　

元
禄
期
以
降
大
正
十
年
ま
で
の
修
理
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
第
四
節
で
や
や
詳
し
く
述

べ
る
。

注
一
九　

壬
申
調
査
と
は
、
古
器
旧
物
の
保
存
と
海
外
流
出
防
止
の
た
め
に
行
っ
た
社
寺
や
華
族

の
所
蔵
す
る
古
器
旧
物
に
対
す
る
初
め
て
の
本
格
的
な
実
地
調
査
の
こ
と
で
、
明
治
五

年
に
開
催
す
る
文
部
省
博
覧
会
の
出
品
物
考
証
に
備
え
る
た
め
、
太
政
官
正
院
に
正
倉

院
宝
物
の
調
査
の
必
要
性
を
申
し
立
て
た
こ
と
に
始
ま
る
。
調
査
団
一
行
は
、
八
月
十

日
に
奈
良
県
庁
に
お
い
て
東
大
寺
正
倉
院
開
封
に
つ
い
て
打
合
せ
を
行
い
、
十
二
日
に

正
倉
を
開
封
し
た
。

〈
参
考
文
献
〉

岸
熊
吉
「
正
倉
院
の
建
築
」	（『
寧
楽
』
一
二　

正
倉
院
史
論
所
収
、
一
九
二
九
年
、
寧
楽
発
行
所
）

『
書
陵
部
紀
要
』
第
七
号
、
一
九
五
六
年
、
宮
内
庁
書
陵
部

福
山
敏
男
「
東
大
寺
の
諸
倉
と
正
倉
院
宝
庫
」（『
日
本
建
築
史
研
究
』
所
収
、
一
九
六
八
年
、
株

式
会
社
墨
水
書
房
）

浅
野
清
「
正
倉
院
校
倉
屋
根
内
部
構
造
の
原
形
に
つ
い
て
」（『
奈
良
時
代
建
築
の
研
究
』
所
収
、

一
九
六
九
年
、
中
央
公
論
美
術
出
版
）

平
井
良
朋
編
『
日
本
名
所
風
俗
図
会
』
9
奈
良
の
巻
（
一
九
八
四
年
、
株
式
会
社
角
川
書
店
）

村
田
健
一
「
古
代
建
築
に
お
け
る
建
物
規
模
・
構
造
と
部
材
長
」（『
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年

報
一
九
九
九
－
Ⅰ
』
所
収
、
一
九
九
九
年
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
）

西
洋
子
『
正
倉
院
文
書
整
理
過
程
の
研
究
』（
二
〇
〇
二
年
、
株
式
会
社
吉
川
弘
文
館
）

阿
部
弘
「
正
倉
に
つ
い
て
」（『
正
倉
院
紀
要
』
第
二
五
号
所
収
、
二
〇
〇
三
年
、
宮
内
庁
正
倉
院
事

務
所
）

光
谷
拓
美
「
年
輪
年
代
法
に
よ
る
正
倉
院
正
倉
の
建
築
部
材
の
調
査
」（『
正
倉
院
紀
要
』
第
二

五
・
二
八
号
所
収
、
二
〇
〇
三
・
二
〇
〇
六
年
、
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
）

村
田
健
一
『
伝
統
木
造
建
築
を
読
み
解
く
』（
二
〇
〇
六
年
、
株
式
会
社
学
芸
出
版
社
）

植
村
昌
子
「
斧
の
刃
痕
の
分
析
－
飛
鳥
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
の
建
築
部
材
刃
痕
に
関
す
る
調
査
報

告　

そ
の
1
－
」（『
竹
中
大
工
道
具
館
研
究
紀
要
24
号
』
所
収
、
二
〇
一
三
年
、
公
益
財
団

法
人
竹
中
大
工
道
具
館
）
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図₂　正倉院配置図
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第
三
節　

正
倉
院
に
残
る
歴
史
的
建
造
物

　

現
在
の
正
倉
院
は
、
宮
内
庁
に
よ
り
管
理
さ
れ
て
お
り
、
現
地
に
は
正
倉
院
事
務
所
が
置

か
れ
、
正
倉
院
の
現
地
管
理
や
宝
物
の
調
査
・
研
究
を
行
っ
て
い
る
。

　

現
在
の
正
倉
院
と
し
て
の
管
理
地
は
、
大
仏
池
の
周
辺
及
び
大
仏
池
の
北
側
の
周
囲
を
柵

や
土
塀
で
囲
ん
だ
東
西
二
七
〇
ｍ
、
南
北
三
六
〇
ｍ
の
区
画
で
あ
る
。
こ
の
敷
地
内
に
は
、

正
倉
以
外
に
も
歴
史
的
な
建
造
物
が
数
棟
残
っ
て
い
る
。

　

南
面
ほ
ぼ
中
央
、
敷
地
が
ク
ラ
ン
ク
状
に
な
る
位
置
に
正
門
が
あ
る
。
正
門
は
、
勅
使
門

で
あ
り
、
正
倉
の
開
封
・
閉
封
の
際
、
勅
許
を
携
え
た
勅
使
を
迎
え
入
れ
る
門
で
あ
る
。
棟

門
、
切
妻
造
、
本
瓦
葺
で
、
南
面
し
て
建
つ
。
両
脇
に
脇
塀
を
伴
い
、
向
か
っ
て
左
側
の
脇

塀
に
は
潜
戸
を
設
け
る
。
小
振
り
な
が
ら
も
重
厚
な
雰
囲
気
を
持
つ
。
創
建
は
詳
ら
か
で
は

な
い
が
、
江
戸
時
代
の
絵
図
に
は
原
位
置
に
門
は
な
い
。
明
治
十
九
年
の
敷
地
図
に
は
「
表

門
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
に
は
原
位
置
に
門
を
構
え
、
周
囲
を
土
塀
で
囲
ん
だ
現
在
の
正
倉
院

の
区
画
の
基
礎
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

正
門
の
東
北
に
は
、
聖
語
蔵
と
呼
ば
れ
る
校
倉
造
の
倉
が
あ
る
。
も
と
も
と
、
経
典
を
納

め
て
い
た
倉
で
あ
る
。
桁
行
三
間
、
梁
間
二
間
、
校
倉
、
寄
棟
造
、
本
瓦
葺
で
、
北
面
し
て

建
つ
。
も
と
は
東
大
寺
塔
頭
尊
勝
院
の
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
に
建
立
さ
れ
（
注
一
）、
転
害
門
の

内
に
あ
っ
た
が
、
明
治
期
に
経
典
類
が
帝
室
に
献
納
さ
れ
た
の
に
伴
っ
て
、
現
位
置
に
移
築

さ
れ
た
。
納
め
ら
れ
て
い
た
経
典
類
は
、
中
国
の
隋
経
・
唐
経
を
は
じ
め
、
奈
良
、
平
安
、

鎌
倉
時
代
の
古
写
経
そ
の
他
の
約
五
千
巻
で
、
今
は
東
宝
庫
に
収
納
さ
れ
て
い
る
。

　

正
門
の
西
北
に
は
、
持
仏
堂
と
呼
ば
れ
る
三
間
堂
が
あ
る
。
桁
行
三
間
、
梁
間
三
間
、
向

拝
一
間
、
宝
形
造
、
本
瓦
葺
で
、
南
面
し
て
建
つ
。
江
戸
時
代
の
建
立
で
、
周
囲
に
は
縁
を

巡
ら
し
、
正
面
は
中
央
間
に
両
折
桟
唐
戸
を
建
て
、
両
脇
を
引
違
い
の
格
子
戸
と
す
る
。
も

と
は
仏
壇
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
明
治
期
に
正
倉
宝
物
観
覧
者
の
控
え
室
と
し
て
使
用
さ
れ
、

現
在
は
倉
庫
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

図₄　聖語蔵

図₅　持仏堂 図₃　正門

図₆　杉本神社
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正
倉
の
北
に
は
、
杉
本
神
社
が
あ
る
。

正
倉
の
鬼
門
の
位
置
に
建
て
ら
れ
た
鎮
守

社
で
、
そ
の
歴
史
は
比
較
的
古
く
（
注
二
）、

江
戸
時
代
初
期
の
東
大
寺
境
内
図
に
は

「
鎮
守
蔵
王
権
現
社
」
の
名
前
で
描
か
れ

て
い
る
。
杉
の
大
木
の
元
に
あ
っ
た
こ
と

か
ら
近
代
に
入
り
「
杉
本
神
社
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
る
。
現
在
の

社
は
、
天
保
七
年
の
建
立
で
正
倉
修
理
に

伴
っ
て
建
て
替
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
間
社
、
春
日
造
の
小
さ
な
社
で
、
現
在

は
本
瓦
葺
に
な
る
が
、
大
正
期
の
写
真
に

は
桟
瓦
葺
に
写
る
。
本
瓦
葺
に
な
っ
た
の

は
、
大
正
修
理
か
と
思
わ
れ
る
が
、
記
録

か
ら
は
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
（
注
三
）。
ど

ち
ら
に
し
て
も
、
瓦
葺
の
春
日
造
は
珍
し

く
、
現
存
す
る
本
格
的
な
遺
構
で
は
鶴
林

寺
行
者
堂
（
重
要
文
化
財
）
に
隅
木
入
春

日
造
の
本
瓦
葺
が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

今
回
の
正
倉
の
修
理
に
伴
い
、
屋
根
葺

替
・
塗
装
工
事
を
行
い
面
目
を
一
新
し
た
。

　

正
倉
を
取
り
囲
む
よ
う
に
土
塀
が
巡
ら

さ
れ
て
い
る
。
明
治
初
期
の
古
写
真
に
は
、

正
倉
周
囲
に
土
塀
は
見
ら
れ
な
い
。
記
録

か
ら
は
、
明
治
十
九
年
以
降
の
図
面
に
見

る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
後
規
模
の
変
更
な
ど
の
改
修
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
東
宝
庫

の
建
設
に
伴
い
、
東
面
は
途
中
で
切
断
さ
れ
、
南
面
は
東
に
延
長
さ
れ
、
現
状
の
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
現
在
の
南
土
塀
は
、
途
中
で
屋
根
瓦
が
本
瓦
葺
に
な
る
な
ど
、
変
更

の
痕
跡
を
留
め
て
い
る
。
東
土
塀
・
北
土
塀
・
西
土
塀
、
西
宝
庫
北
土
塀
に
つ
い
て
、
今
回

の
正
倉
修
理
に
伴
い
土
塀
も
修
理
工
事
を
行
っ
た
（
注
四
）。

　

西
土
塀
の
南
端
は
、
矩
折
れ
に
東
へ
折
れ
る
が
、
現
状
で
は
そ
の
南
端
の
角
か
ら
西
土
塀

の
延
長
の
よ
う
に
し
て
宝
庫
西
門
と
そ
の
両
脇
に
袖
塀
が
建
つ
。
明
治
十
九
年
の
図
面
で
は
、

こ
の
門
は
も
う
少
し
東
側
に
描
か
れ
て
い
る
。
門
柱
の
袖
塀
側
に
は
現
在
使
わ
れ
て
い
な
い

仕
口
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
と
は
明
治
十
九
年
の
図
の
位
置
に
あ
っ
た
も
の
が
、
後
に
原
位

置
に
移
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
回
、
正
倉
の
素
屋
根
建
設
の
重
機
搬
入
に
支
障
と
な

っ
た
た
め
、
一
旦
解
体
・
格
納
し
、
破
損
部
分
を
繕
っ
た
上
、
復
旧
し
た
。

　

正
倉
の
東
土
塀
の
ほ
ぼ
中
央
、
正
倉
の
真
東
に
は
、
東
門
を
開
け
て
い
る
。
こ
の
門
は
ご

く
近
年
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
昭
和
十
四
年
の
図
面
に
は
ま
だ
な
い
。
東
宝
庫
を
建

設
し
、
土
塀
が
現
状
に
な
っ
た
際
、
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
回
、
正
倉
修
理
に
合
わ
せ

て
、
木
製
の
門
扉
を
新
調
し
た
（
金
具
類
は
化
粧
直
し
の
上
、
再
用
し
た
）。

注
一　

聖
語
蔵
に
は
、
そ
の
建
立
を
平
安
時
代
と
す
る
意
見
も
あ
る
。

注
二　

江
戸
時
代
に
記
さ
れ
た
東
大
寺
の
記
録
に
よ
る
と
、
建
久
期
（
一
一
九
〇
頃
）
ま
で
遡
る

こ
と
が
で
き
る
。
第
四
章
第
三
節
参
照
。

注
三　

大
正
二
年
の
杉
本
神
社
修
理
の
見
積
は
、
正
倉
と
同
じ
西
村
彦
右
衛
門
が
行
っ
て
い
る
が
、

丸
瓦
の
瓦
銘
は
「
瓦
又
」
で
あ
り
、
瓦
師
が
変
わ
っ
て
い
る
た
め
、
確
実
に
大
正
期
の

変
更
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
、
軒
平
瓦
の
瓦
当
文
様
が
、
正
倉
の
大
正
補
足
瓦

と
同
じ
興
福
寺
式
で
あ
る
こ
と
か
ら
本
瓦
葺
と
な
っ
た
の
が
大
正
期
で
あ
る
可
能
性
は

高
い
と
思
わ
れ
る
。

注
四　

土
塀
の
名
称
は
、
説
明
用
に
便
宜
的
に
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
図
2
参
照
。
土
塀
に
関
し

て
は
、
第
四
章
第
二
節
も
参
照
。

図₈　東土塀（東側） 図₇　宝庫西門（東側）
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第
四
節　

国
宝
の
指
定

第
一
項　

官
報
告
示

○
文
部
省
告
示
第
九
十
三
号

　

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
表
に
揚
げ
る
文
化
財
を
重
要
文
化
財
に
指
定
す
る
。

　
　

平
成
九
年
五
月
十
九
日	

文
部
大
臣　

小
杉
隆

名　

称

員
数

構
造
及
び
形
式

所
有
者

所
有
者
住
所

所
在
地

正
倉
院
正
倉

一
棟

桁
行
九
間
、
梁
間
三
間
、

一
重
、
高
床
校
倉
、
寄
棟

造
、
本
瓦
葺

国（
宮
内
庁
）

東
京
都

千
代
田
区

千
代
田
一
番
一
号

奈
良
県

奈
良
市

雑
司
町

○
文
部
省
告
示
第
九
十
四
号

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
表
の
上
欄
に
揚
げ
る
重
要
文
化
財
を
同
表
下
欄
の
よ
う
に
国
宝
に
指
定
す
る
。

　

平
成
九
年
五
月
十
九
日	

文
部
大
臣　

小
杉
隆

上　
　
　
　

欄

下　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

欄

名　

称

関
係
告
示

名　

称

員
数
構
造及

び
形
式

所
有
者

所
有
者住

所

所
在
地

正
倉
院
正
倉
平
成
九
年

文
部
省
告

示
第
九
十

三
号

正
倉
院
正
倉
一
棟

桁
行
九
間
、

梁
間
三
間
、

一
重
、
高
床

校
倉
、
寄
棟

造
、
本
瓦
葺

国（
宮
内
庁
）

東
京
都

千
代
田
区

千
代
田

一
番
一
号

奈
良
県

奈
良
市

雑
司
町

第
二
項　

指
定
基
準
と
説
明

　

正
倉
院
正
倉　

一
棟

　

奈
良
県
奈
良
市
雑
司
町
（
東
京
都
千
代
田
区
千
代
田
一
番
一
号
）　　

国
（
宮
内
庁
）

一　

指
定
基
準

「（
二
）
技
術
的
に
優
秀
な
も
の
」
及
び
「（
三
）
歴
史
的
価
値
の
高
い
も
の
」
に
よ
る
。

二　

説　

明

　

正
倉
院
は
東
大
寺
大
仏
殿
院
西
北
方
に
位
置
す
る
。
も
と
は
東
大
寺
に
属
し
、
庁
院
・
御

倉
町
・
正
蔵
院
と
も
よ
ば
れ
た
。
一
郭
の
規
模
や
建
物
群
の
構
成
な
ど
の
詳
細
は
明
ら
か
で

な
く
、
平
安
末
期
に
は
既
に
現
存
す
る
正
倉
一
棟
を
残
す
の
み
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

　

正
倉
の
建
立
は
、
光
明
皇
后
が
聖
武
天
皇
の
遺
愛
品
を
東
大
寺
に
献
納
し
た
天
平
勝
宝
八

年
（
七
五
六
）
前
後
と
考
え
ら
れ
る
。
北
倉
・
中
倉
・
南
倉
と
呼
ば
れ
る
三
室
構
成
に
な
り
、

北
倉
と
南
倉
を
校
倉
造
と
し
、
中
倉
を
板
倉
形
式
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
延
暦
十
二
年
（
七

九
三
）
の
曝
涼
帳
（『
大
日
本
古
文
書
』
二
五
付
録
所
収
）
に
は
「
庁
院
西
双
倉
」
の
名
で

呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
鎌
倉
時
代
に
は
「
三
倉
」
の
名
も
現
れ
る
。
も
と
は
北
倉
を
勅
封
、

南
倉
を
綱
封
と
し
て
い
た
が
、
鎌
倉
初
期
に
は
中
倉
も
勅
封
と
な
っ
た
（
注
一
）。
明
治
八
年
に

は
内
務
省
の
所
管
と
な
り
、
同
十
七
年
宮
内
省
の
所
管
と
な
っ
た
（
注
二
）。

　

正
倉
は
、
高
床
造
の
長
大
な
倉
で
、
屋
根
は
寄
棟
造
、
本
瓦
葺
と
し
、
東
面
す
る
。

　

自
然
石
の
礎
石
を
据
え
て
太
い
束
柱
を
立
て
、
桁
行
九
間
、
梁
間
三
間
の
各
束
柱
筋
に
頭

貫
を
通
し
て
台
輪
を
置
き
、
正
背
面
の
束
柱
に
は
さ
ら
に
桁
行
の
台
輪
を
重
ね
、
各
台
輪
の

鼻
先
を
長
く
延
ば
す
。

　

南
北
両
端
の
各
三
間
分
は
台
輪
上
に
長
大
な
校
木
二
十
段
を
巧
み
に
組
み
重
ね
て
四
面
の

壁
体
と
す
る
。
中
央
三
間
は
正
背
面
に
五
平
の
間
柱
を
立
て
て
大
斗
肘
木
を
組
み
、
壁
体
は

横
板
壁
と
す
る
。
各
室
と
も
東
面
中
央
を
扉
口
と
し
、
内
開
き
の
板
戸
を
構
え
る
。

　

最
上
の
三
段
の
校
木
と
梁
の
先
端
を
延
ば
し
て
舟
肘
木
を
置
き
、
丸
桁
を
受
け
る
。
軒
小
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天
井
を
廻
し
、
二
軒
角
繁
垂
木
と
す
る
。

　

内
部
は
、
各
室
と
も
床
板
を
張
り
、
束
柱
位
置
に
円
柱
を
立
て
、
大
斗
を
置
き
、
大
梁
を

受
け
る
。
円
柱
の
腰
部
に
根
太
を
渡
し
て
、
出
入
口
の
一
画
を
除
く
全
面
に
二
階
床
を
張
り
、

桁
及
び
梁
の
上
面
に
天
井
を
張
る
（
注
三
）。

　

小
屋
組
は
大
正
二
年
の
解
体
修
理
の
際
に
洋
小
屋
に
変
更
さ
れ
た
が
、
創
建
当
初
の
古
材

を
多
く
と
ど
め
て
い
る
（
注
四
）。

　

正
倉
院
正
倉
は
、
現
存
す
る
奈
良
時
代
建
立
の
校
倉
の
中
で
も
最
大
級
の
規
模
を
有
し
、

双
倉
形
式
を
伝
え
る
唯
一
の
校
倉
造
の
倉
庫
建
築
で
あ
る
。
保
存
状
況
も
良
好
で
、
我
が
国

の
建
築
史
上
高
い
価
値
が
認
め
ら
れ
る
。

注
一　

正
倉
院
の
沿
革
に
つ
い
て
は
主
に
以
下
の
研
究
に
よ
る
。

　
　
　

福
山
敏
男
「
東
大
寺
の
諸
倉
と
正
倉
院
宝
庫
」（『
日
本
建
築
史
研
究
』〈
墨
水
書
房
、
一

九
七
二
年
〉
所
収
）

注
二　

収
蔵
さ
れ
て
い
た
宝
物
は
昭
和
三
十
八
年
五
月
に
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
西
宝
庫
に
移

納
さ
れ
て
い
る
。

注
三　

内
部
は
階
段
や
手
摺
を
設
け
、
展
示
ケ
ー
ス
を
設
置
す
る
な
ど
小
規
模
な
増
改
築
が
あ
る
。

注
四　

大
正
二
年
修
理
前
の
実
測
図
及
び
工
事
中
の
写
真
が
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
に
保
管
さ
れ

て
い
る
。

　
　
　

小
屋
組
に
つ
い
て
は
以
下
の
研
究
が
あ
り
、
奈
良
時
代
当
初
の
小
屋
組
の
形
式
が
判
明
し

て
い
る
。

　
　
　

浅
野
清
「
正
倉
院
校
倉
屋
根
内
部
構
造
の
原
形
に
つ
い
て
」（『
奈
良
時
代
建
築
の
研
究
』

〈
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
九
年
〉
所
収
）

◎
指
定
説
明
は
、
原
文
の
ま
ま
掲
載
し
て
い
る
。
な
お
現
在
、
大
正
修
理
前
後
の
実
測

図
は
宮
内
庁
宮
内
公
文
書
館
に
、
大
正
修
理
時
の
工
事
写
真
は
、
宮
内
庁
正
倉
院
事

務
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
注
二
の
西
宝
庫
の
構
造
は
実
際
は
鉄
骨
鉄
筋
コ

ン
ク
リ
ー
ト
造
で
あ
る
。

第
五
節　

史
跡
の
指
定

第
一
項　

官
報
告
示

○
文
部
省
告
示
第
九
十
二
号

　

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号
）
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
史
跡
東
大
寺
旧
境
内
（
昭
和
七
年
文
部
省
告
示
第
百
九
十
一
号
）
に
次
に
揚
げ
る
地

域
を
追
加
し
て
指
定
す
る
。

　
　

平
成
九
年
五
月
十
九
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文
部
大
臣　

小
杉
隆

　

所
在
地　

奈
良
県
奈
良
市

　

地　

域　

別
図
の
通
り
（
注
一
）

　

備　

考　

 

別
図
は
省
略
し
奈
良
県
教
育
委
員
会
及
び
奈
良
市
教
育
委
員
会
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

第
二
項　

指
定
理
由

一　

基　

準

　

特
別
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
及
び
史
跡
名
勝
天
然
記
念
物
指
定
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
文

化
財
保
護
委
員
会
告
示
第
二
号
）
史
跡
の
部
第
三
に
よ
る
。

二　

説　

明

　

奈
良
時
代
の
代
表
的
官
寺
で
あ
る
東
大
寺
の
旧
境
内
の
う
ち
、
正
倉
院
の
区
域
は
未
指
定

の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
が
、
元
来
、
東
大
寺
境
内
の
一
部
で
あ
り
、
現
存
す
る
正
倉
建
物
は

聖
武
天
皇
遺
愛
の
宝
物
を
収
蔵
し
て
き
た
奈
良
時
代
の
建
物
で
あ
る
。

　

そ
の
歴
史
的
意
義
に
鑑
み
、
正
倉
周
辺
の
地
域
を
史
跡
に
追
加
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

注
一　

史
跡
指
定
範
囲
は
、
図
2
を
参
照
の
こ
と
。
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第
六
節　

構
造
形
式

一
　
概
　
要

　

桁
行
九
間
、
梁
間
三
間
、
一
重
、
高
床
校
倉
、
寄
棟
造
、
本
瓦
葺
。

二
　
平
　
面

　

束
柱
の
柱
間
で
、
桁
行
九
間
、
梁
間
三
間
、
南
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
桁
行
三
間
分
を
三
分
割
し

て
南
倉
、
中
倉
、
北
倉
の
三
倉
か
ら
な
る
。
各
倉
の
東
面
中
央
に
扉
口
を
設
け
る
。
内
部
は

高
床
の
一
階
、
二
階
、
小
屋
裏
に
床
を
張
り
、
二
階
は
東
寄
り
の
中
央
、
小
屋
裏
は
四
天
柱

で
囲
ま
れ
た
中
央
間
を
開
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
階
段
が
付
く
。
各
倉
の
一
階
、
二
階
に
は
ガ
ラ

ス
戸
付
の
陳
列
棚
が
扉
の
あ
る
東
面
を
除
く
三
方
に
コ
の
字
型
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

三
　
基
　
礎

　

束
柱
礎
石
は
、
三
笠
山
安
山
岩
の
自
然
石
を
据
え
る
。
軒
内
の
土
間
は
モ
ル
タ
ル
洗
出
し

と
し
、
四
周
に
は
自
然
石
の
縁
石
を
並
べ
雨
落
溝
を
設
け
る
。

四
　
軸
　
部

　

南
倉
と
北
倉
は
桁
行
三
間
、
梁
間
三
間
の
校
倉
造
、
中
倉
は
南
北
を
南
倉
の
北
壁
と
北
倉

の
南
壁
を
利
用
し
東
西
に
板
壁
を
入
れ
た
桁
行
三
間
、
梁
間
三
間
の
板
倉
と
い
っ
た
構
成
と

な
る
。
軸
部
は
校
倉
の
南
倉
と
北
倉
の
間
に
、
そ
の
間
を
埋
め
る
よ
う
に
中
倉
の
板
倉
が
組

ま
れ
る
。
束
柱
は
す
べ
て
円
柱
で
、
礎
石
上
に
ひ
か
り
付
け
て
立
つ
。
梁
間
方
向
に
頭
貫
を

入
れ
、
そ
の
上
に
台
輪
を
据
え
、
そ
れ
ら
を
繋
ぐ
よ
う
に
桁
行
方
向
の
側
柱
筋
に
さ
ら
に
台

輪
を
組
む
。
桁
行
方
向
の
台
輪
は
南
倉
・
北
倉
を
そ
れ
ぞ
れ
組
み
、
間
を
埋
め
る
よ
う
に
中

倉
の
台
輪
で
繋
ぐ
（
現
在
は
中
倉
東
面
及
び
西
面
の
北
間
及
び
南
間
の
台
輪
下
に
受
け
材
が

入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
後
補
材
で
あ
る
）。

　

南
倉
・
北
倉
は
、
台
輪
上
に
校
木
を
二
〇
段
積
み
上
げ
、
上
か
ら
三
段
は
鼻
先
を
延
ば
す

（
鼻
先
を
延
ば
し
た
校
木
を
以
下
、
三
段
校
木
、
と
い
う
）。
内
部
に
は
内
部
の
束
柱
直
上

に
円
柱
の
四
天
柱
を
立
て
、
柱
頂
部
に
大
斗
を
載
せ
る
。
四
天
柱
筋
の
梁
間
方
向
に
大
梁
を

架
け
、
四
天
柱
上
大
斗
と
最
上
段
校
木
を
欠
き
込
ん
で
こ
れ
を
受
け
る
。
桁
行
方
向
四
天
柱

筋
に
は
妻
梁
を
架
け
最
上
段
校
木
で
受
け
、
妻
梁
尻
は
大
梁
に
平
枘
差
、
端
栓
で
固
定
す
る
。

　

中
倉
は
、
東
西
各
面
の
台
輪
上
に
五
平
の
角
柱
を
立
て
頭
貫
を
入
れ
、
柱
間
に
壁
板
を
嵌

め
、
部
屋
内
柱
間
に
地
覆
を
据
え
て
い
る
。
角
柱
上
に
は
外
部
は
片
蓋
に
大
斗
と
舟
肘
木
を

載
せ
、
内
側
は
柱
を
延
ば
し
、
大
梁
を
受
け
る
。
内
部
に
は
南
倉
・
北
倉
と
同
様
に
四
天
柱

を
立
て
、
大
斗
を
載
せ
、
角
柱
と
共
に
四
天
柱
筋
に
架
け
た
大
梁
を
受
け
る
。

　

各
室
と
も
校
木
際
の
大
梁
及
び
妻
梁
直
下
に
柱
を
立
て
、
柱
頂
部
に
は
大
斗
を
載
せ
、
大

梁
や
妻
梁
を
受
け
る
。
こ
の
柱
（
以
下
、
内
部
柱
、
と
い
う
）
は
、
背
面
で
引
独
鈷
に
よ
り

校
木
と
繋
い
で
い
る
。
大
梁
の
先
端
と
三
段
校
木
の
上
に
舟
肘
木
を
載
せ
、
丸
桁
を
据
え
る
。

丸
桁
と
最
上
段
校
木
（
妻
側
は
校
木
半
段
分
の
飼
物
）
間
に
軒
天
井
を
付
け
る
。

五
　
軒
廻
り

　

二
軒
繁
垂
木
、
地
垂
木
・
飛
檐
垂
木
と
も
角
垂
木
と
す
る
。
丸
桁
上
に
、
地
垂
木
を
載
せ

る
。
地
垂
木
先
端
に
木
負
を
載
せ
、
飛
檐
垂
木
を
組
む
。
飛
檐
垂
木
先
端
に
茅
負
を
載
せ
、

切
裏
甲
を
載
せ
る
。
隅
は
隅
木
受
尾
垂
木
を
入
れ
、
地
隅
木
、
飛
檐
隅
木
を
組
む
。

六
　
小
屋
組

　

ク
イ
ー
ン
ポ
ス
ト
ト
ラ
ス
組
。
梁
間
束
柱
筋
の
敷
桁
上
に
天
井
板
を
挟
む
よ
う
に
陸
梁
を

渡
し
、
陸
梁
上
四
天
柱
直
上
位
置
に
対
束
を
立
て
る
。
対
束
は
梁
間
方
向
に
繋
梁
を
枘
差
込

栓
止
め
、
頂
部
側
面
を
二
重
梁
で
繋
ぐ
。
二
重
梁
中
央
に
棟
束
を
立
て
、
棟
木
を
受
け
る
。

対
束
の
二
重
梁
と
は
反
対
側
の
側
面
と
陸
梁
先
端
は
合
掌
〔
下
〕、
二
重
梁
と
対
束
の
交
点

と
棟
束
側
面
は
合
掌
〔
上
〕
で
そ
れ
ぞ
れ
繋
ぐ
。
対
束
と
陸
梁
先
端
の
中
央
に
は
小
屋
束
を

立
て
、
合
掌
〔
下
〕
を
受
け
る
。
対
束
足
元
と
小
屋
束
頂
部
の
間
に
方
杖
が
入
る
。
合
掌
と

対
束
上
に
三
通
り
に
母
屋
を
入
れ
る
。
対
束
は
桁
行
方
向
に
も
胴
差
を
入
れ
、
繋
梁
上
を
挟

梁
で
固
定
す
る
。

　

大
梁
と
大
梁
、
妻
側
に
お
い
て
は
妻
梁
と
妻
梁
の
中
央
及
び
隅
に
は
隅
木
に
沿
う
よ
う
に

桔
木
を
入
れ
る
。
桔
木
枕
は
、
最
上
部
の
校
木
上
に
置
い
た
敷
桁
上
に
置
く
。
桔
木
の
先
は
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丸
桁
に
扇
枘
入
れ
と
し
、
桔
木
の
尻
は
対
束
間
の
胴
差
下
端
に
太
枘
を
入
れ
て
納
め
る
。

七
　
野
　
地

　

丸
桁
・
母
屋
・
棟
木
に
地
垂
木
を
釘
止
め
。
地
垂
木
は
三
本
に
一
本
を
成
の
高
い
力
垂
木

と
し
、
地
垂
木
上
に
は
、
力
垂
木
側
面
に
大
入
れ
に
し
た
野
木
舞
を
渡
し
、
野
地
板
を
縦
張

り
に
張
る
。
さ
ら
に
そ
の
上
に
は
、
野
垂
木
を
流
し
、
二
重
野
地
板
を
横
張
り
に
鎧
葺
に
張

る
。
瓦
下
地
に
土
居
葺
を
施
す
。

八
　
屋
　
根

　

入
母
屋
造
、
本
瓦
葺
。
大
棟
、
割
熨
斗
瓦
一
〇
段
、
肌
熨
斗
瓦
一
段
積
、
丸
雁
振
瓦
を
伏

せ
、
両
端
は
鳥
衾
瓦
で
納
め
る
。
隅
棟
は
稚
児
棟
を
設
け
、
割
熨
斗
瓦
八
段
積
、
肌
熨
斗
瓦

一
段
積
、
丸
雁
振
瓦
を
伏
せ
る
。
稚
児
棟
・
二
の
棟
と
も
棟
端
は
鬼
瓦
に
鳥
衾
瓦
で
仕
舞
う
。

九
　
造
　
作

　

各
倉
と
も
、
一
階
の
四
天
柱
の
東
西
に
敷
盤
上
に
立
て
た
角
柱
を
添
え
、
壁
際
の
各
大
梁

下
に
立
て
た
内
部
柱
の
中
段
に
向
か
っ
て
根
太
を
架
け
、
二
階
の
床
板
を
張
る
。
二
階
天
井

は
大
梁
上
に
張
り
、
根
太
は
最
上
段
校
木
と
大
梁
の
間
あ
る
い
は
大
梁
同
士
の
間
、
ま
た
各

室
桁
行
中
央
間
は
大
梁
同
士
の
間
に
架
け
た
根
太
と
平
側
最
上
段
校
木
の
間
に
架
け
る
。

一
〇
　
柱
間
装
置

　

各
倉
と
も
東
面
中
央
間
に
幣
軸
を
廻
し
、
内
開
き
に
板
桟
戸
を
吊
り
込
む
。

第
七
節　

規　

模

　

桁　

行　
　

桁
行
両
端
束
柱
真
々	

三
三
・
一
四
二
ｍ

　
　
　
　
　
　

桁
行
校
木
最
下
段
両
端
内
々	

三
二
・
九
四
二
ｍ

　

梁　

間　
　

梁
間
両
端
束
柱
真
々	

九
・
三
九
三
ｍ

　
　
　
　
　
　

梁
間
校
木
最
下
段
両
端
内
々	

九
・
二
七
一
ｍ

　

軒
の
出　
　

校
木
最
上
部
内
面
よ
り
茅
負
外
下
角
ま
で	

（
東
西
）
三
・
七
七
四
ｍ

図₉　正倉の部材名称

トラスに関する名称

	

（
南
側
）
三
・
四
一
六
ｍ

	

（
北
側
）
三
・
三
九
四
ｍ

　

軒　

高　
　

柱
礎
石
上
端
よ
り
茅
負
外
下
角
ま
で	

（
妻
側
）
八
・
〇
九
〇
ｍ

	

（
平
側
）
八
・
〇
七
六
ｍ

　

棟　

高　
　

柱
礎
石
上
端
よ
り
棟
頂
上
ま
で	

一
三
・
七
二
二
ｍ

　

平
面
積　
　

校
木
内
側
面
積
（
一
階
・
二
階
）	

六
一
〇
・
三
七
〇
㎡

　

軒
面
積　
　

茅
負
外
下
角
内
側
面
積	

六
六
八
・
五
八
九
㎡

　

屋
根
面
積　

平
葺
面
積	

八
四
四
・
一
〇
九
㎡

棟木

母屋

合掌〔上〕

対束
合掌〔下〕

方杖
小屋束

陸梁
棟束

二重梁

挟梁 繋梁
胴差

天井板

茅負

舟肘木

飛檐垂木

切裏甲

木負

丸桁

軒天井板

校木

床板

台輪

束柱

四天柱
敷桁受け材

受け材支持柱

頭貫

添柱

地垂木

大梁

桔木

敷桁
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